
補整具等の購入費を助成します

宇和島市では、がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化に対するケアを通じ、がん患者さんの療養生活
の質の向上と社会参加を支援するため、がん治療により脱毛した方のウィッグや、補整具の購入費を助成しま
す。

助成を受けることができる方

次の項目すべてに該当する方
（１）申請日において宇和島市内に住所を有する方
（２）がんと診断され、現在治療中または過去に治療を受けた方
（３）がん治療を要因とする外見の変化に伴いウィッグや補整具が必要な方
（４）過去に宇和島市や国、県内外の他の自治体で、同種の助成を受けていない方

健康・医療・福祉

助成金額及び対象品

ウィッグ 補整具

対象品 ▶全頭用ウィッグ、部分ウィッグ

▶毛付き帽子・医療用帽子

▶皮膚保護用ネット

【対象外】
・付属品やケア用品
・自作した場合の材料費
・レンタルした場合のレンタル費用
・購入費以外の費用（送料等）

▶補整下着（パッド含む）、専用入浴着

▶エピテーゼ（補整用人工物、固定する下着を含む）

▶弾性着衣（ストッキング、スリーブ、グローブ）

申請期限：購入日から１年以内
＊ただし、胸部補整具以外のエピテーゼ、弾性着衣、専用入浴着は2025（令和７）年４月１日
以降に購入した物に限る

R７年４月１日～
助成対象品拡大

助成金額 購入費用の２分の１（千円未満は切り捨て、限度額は以下の通り）
▶申請の個数制限なし
▶購入金額が上限に満たない場合でも、申請はウィッグと補整具等それぞれ１回限り

上限３万円 上限３万円



Q＆A

申請方法

問合せ・申請窓口

『宇和島市がん患者補整具等購入費助成申請書兼請求書』に必要事項を記入し、下記の書類を添えて、
「宇和島市役所保険健康課成人保健係 1階16番窓口」に提出してください。

◉ 宇和島市役所 保健健康課 16番窓口

TEL：0895-49-7021

受付時間 平日（月～金）8：30～17：15 （祝日・年末年始除く）

申請に必要な書類

＊審査の際、必要に応じて住民登録の閲覧や関係機関・購入業者へ照会することがあります。


